
別紙１ 

 

 
 
 
 

○ 本年12月７日に夕張市の財政再生計画の変更について総務大臣が同意した

が、令和３年度予算について、その後に発生した新たな事情に早急に対応す

るため、歳入・歳出額を変更するもの。 

 

○ 変更に伴い必要となる財源については、新たな歳入の確保等により対応す

ることとしており、財政再生計画の主要部分である計画期間、財政再生の基

本方針等について変更はない。 

 

Ⅰ 歳入・歳出額の変更における主な内容  

１ 主な変更事項 

（１）住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金（＋２７５百万円） 

「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」として、夕張市において実施

する住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金（１世帯当たり 10 万円）の支

給に必要な経費を計上するもの。 

  （財源）国支出金 ２７５百万円 

 

（２）子育て世帯への臨時特別給付（＋３１百万円） 

「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」として、夕張市において実施

する追加給付金（高校生以下の対象児童１人につき５万円の現金給付）の支給

に必要な経費を計上するもの。 

（財源）国支出金 ３１百万円 

 

２ 性質別歳入・歳出の増減 

【一般会計】 

（１）歳入 

   国・道支出金の増（＋３０６百万円）、繰入金の増（５百万円）により 

３１１百万円の増 

 

（２）歳出 

 人件費の増（＋２百万円）、物件費の増（＋９百万円）、扶助費の増 

（＋３００百万円）により３１１百万円の増 

夕張市財政再生計画の変更 

（令和４年１月）の概要 


